
令和７年１２月１１日

第４回定例会議案

厚 真 町 議 会
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付 議 案 件

番  号 件             名

同意第１号 厚真町固定資産評価審査委員会委員の選任について

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第１号 胆振東部消防組合規約の一部変更について

議案第２号 財産の無償貸付について

議案第３号 令和７年度厚真町一般会計補正予算（第１１号）について

議案第４号
令和７年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定

補正予算（第４号））について

議案第５号
令和７年度厚真町介護保険事業特別会計補正予算（介護サービス

事業勘定補正予算（第２号））について

議案第６号 令和７年度厚真町簡易水道事業会計補正予算（第４号）について

報告第１号 所管事務調査報告（各常任委員会）

報告第２号 委員会調査報告（新庁舎周辺等整備調査検討特別委員会）

報告第３号 現金出納例月検査の結果報告

認定第１号 令和６年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定

認定第２号
令和６年度厚真町国民健康保険事業特別会計会計歳入歳出決算

の認定

認定第３号 令和６年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

認定第４号 令和６年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

認定第５号 令和６年度厚真町簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定

認定第６号 令和６年度厚真町下水道事業会計歳入歳出決算の認定
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同意第１号

厚真町固定資産評価審査委員会委員の選任について

厚真町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方

税法第４２３条第３項の規定に基づき町議会の同意を求める。

令和７年１２月１１日提出

厚真町長 宮 坂 尚 市 朗
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記

厚真町字上厚真７３番地

大 山 一 樹 （生年月日 昭和４８年１月１２日）
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諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦について

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により議会の意見を求める。

令和７年１２月１１日提出

厚真町長 宮 坂 尚 市 朗
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記

厚真町新町４４２番地

池 田 眞 奈 美 （生年月日 昭和３２年６月９日）
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諮問第２号

人権擁護委員候補者の推薦について

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により議会の意見を求める。

令和７年１２月１１日提出

厚真町長 宮 坂 尚 市 朗
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記

厚真町字豊川３６１番地の１

田 中 敏 光 （生年月日 昭和３３年１月３１日）
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議案第１号

胆振東部消防組合規約の一部変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、胆

振東部消防組合規約の一部を次のように変更しようとする。

令和７年１２月１１日提出

厚真町長 宮 坂 尚 市 朗
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胆振東部消防組合規約の一部を改正する規約 

 胆振東部消防組合規約（昭和４６年地方第１１２１号指令）の一部を改正す

る規約 

（組合事務所の位置） 

 第４条中「厚真町錦町４７番地の２」を「厚真町京町１７２番地の１」に改

める。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２号 

 

財産の無償貸付について 

 

次の財産を無償貸付することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月１１日提出 

 

厚真町長  宮 坂 尚 市 朗 
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１ 無償貸付する財産 

 （１）財産の名称 物品（車両） 

 （２）物品（車両）の内容 

   ① 自動車登録番号 室蘭８００さ６１１５ 

     メーカー トヨタ 

     車  名 コースター 

     車台番号 ＸＺＢ５０－００５８１３１ 

   ② 自動車登録番号 室蘭８００さ５３７３ 

     メーカー トヨタ 

     車  名 ハイエース 

     車台番号 ＫＤＨ２０６－８０３２１４１ 

 

２ 無償貸付の相手方  北海道勇払郡厚真町新町１１６番地 

            社会福祉法人北海道厚真福祉会 

            理事長 近藤 泰行 

 

３ 無償貸付期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

４ 貸付の目的  令和８年４月 1日から本町における地域密着型通所介護

サービスを統合再編するにあたり、最適な送迎サービスを

提供するため。 
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